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意匠法及び意匠法施行規則（抜粋） 

 

 

意匠法 

 
第二条 この法律で「意匠」とは、物品（物品の部分を含む。第八条を除き、以下同じ。）

の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合であって、視覚を通じて美感を起こさせるも

のをいう。 
２ 前項において、物品の部分の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合には、物品の操

作（当該物品がその機能を発揮できる状態にするために行われるものに限る。）の用に供さ

れる画像であつて、当該物品又はこれと一体として用いられる物品に表示されるものが含

まれるものとする。 
（第３項及び第４項略） 
 
第三条 工業上利用することができる意匠の創作をした者は、次に掲げる意匠を除き、そ

の意匠について意匠登録を受けることができる。 
一 意匠登録出願前に日本国内又は外国において公然知られた意匠 
二 意匠登録出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された意匠又

は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつた意匠 
三 前二号に掲げる意匠に類似する意匠 
２ 意匠登録出願前にその意匠の属する分野における通常の知識を有する者が日本国内又

は外国において公然知られた形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合に基づいて容易に

意匠の創作をすることができたときは、その意匠（前項各号に掲げるものを除く。）につい

ては、前項の規定にかかわらず、意匠登録を受けることができない。 
 
第三条の二 意匠登録出願に係る意匠が、当該意匠登録出願の日前の他の意匠登録出願で

あつて当該意匠登録出願後に第二十条第三項又は第六十六条第三項の規定により意匠公報

に掲載されたもの（以下この条において「先の意匠登録出願」という。） の願書の記載及

び願書に添付した図面、写真、ひな形又は見本に現された意匠の一部と同一又は類似であ

るときは、その意匠については、前条第一項の規定にかかわらず、意匠登録を受けること

ができない。ただし、当該意匠登録出願の出願人と先の意匠登録出願の出願人とが同一の

者であつて、第二十条第三項の規定により先の意匠登録出願が掲載された意匠公報（同条

第四項の規定により同条第三項第四号に掲げる事項が掲載されたものを除く。）の発行の日

前に当該意匠登録出願があつたときは、この限りでない。 
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第六条  意匠登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した願書に意匠登録を受

けようとする意匠を記載した図面を添付して特許庁長官に提出しなければならない。  
一 意匠登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所  
二 意匠の創作をした者の氏名及び住所又は居所  
三 意匠に係る物品  

２ 経済産業省令で定める場合は、前項の図面に代えて、意匠登録を受けようとする意匠を

現わした写真、ひな形又は見本を提出することができる。この場合は、写真、ひな形又は

見本の別を願書に記載しなければならない。  
３ 第一項第三号の意匠に係る物品の記載又は願書に添付した図面、写真若しくはひな形に

よつてはその意匠の属する分野における通常の知識を有する者がその意匠に係る物品の材

質又は大きさを理解することができないためその意匠を認識することができないときは、

その意匠に係る物品の材質又は大きさを願書に記載しなければならない。  
４ 意匠に係る物品の形状、模様又は色彩がその物品の有する機能に基づいて変化する場

合において、その変化の前後にわたるその物品の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結

合について意匠登録を受けようとするときは、その旨及びその物品の当該機能の説明を願

書に記載しなければならない。  
５ 第一項又は第二項の規定により提出する図面、写真又はひな形にその意匠の色彩を付

するときは、白色又は黒色のうち一色については、彩色を省略することができる。  
６ 前項の規定により彩色を省略するときは、その旨を願書に記載しなければならない。  
７ 第一項の規定により提出する図面に意匠を記載し、又は第二項の規定により提出する

写真若しくはひな形に意匠を現す場合において、その意匠に係る物品の全部又は一部が透

明であるときは、その旨を願書に記載しなければならない。  
 
第七条 意匠登録出願は、経済産業省令で定める物品の区分により意匠ごとにしなければ

ならない。 
 
第九条 同一又は類似の意匠について異なつた日に二以上の意匠登録出願があつたときは、

最先の意匠登録出願人のみがその意匠について意匠登録を受けることができる。 
２ 同一又は類似の意匠について同日に二以上の意匠登録出願があつたときは、意匠登録

出願人の協議により定めた一の意匠登録出願人のみがその意匠について意匠登録を受ける

ことができる。協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、いずれも、その

意匠について意匠登録を受けることができない。 
３ 意匠登録出願が放棄され、取り下げられ、若しくは却下されたとき、又は意匠登録出

願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定したときは、その意匠登録出願は、

前二項の規定の適用については、初めからなかつたものとみなす。ただし、その意匠登録

出願について前項後段の規定に該当することにより拒絶をすべき旨の査定又は審決が確定
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したときは、この限りでない。 
４ 意匠の創作をした者でない者であつて意匠登録を受ける権利を承継しないものがした

意匠登録出願は、第一項又は第二項の規定の適用については、意匠登録出願でないものと

みなす。 
５ 特許庁長官は、第二項の場合は、相当の期間を指定して、同項の協議をしてその結果

を届け出るべき旨を意匠登録出願人に命じなければならない。 
６ 特許庁長官は、前項の規定により指定した期間内に同項の規定による届出がないとき

は、第二項の協議が成立しなかつたものとみなすことができる。 
 
第十条 意匠登録出願人は、自己の意匠登録出願に係る意匠又は自己の登録意匠のうちか

ら選択した一の意匠（以下「本意匠」という。）に類似する意匠（以下「関連意匠」という。）

については、当該関連意匠の意匠登録出願の日（第十五条において準用する特許法（昭和

三十四年法律第百二十一号）第四十三条第一項又は第四十三条の二第一項若しくは第二項

の規定による優先権の主張を伴う意匠登録出願にあつては、最初の出願若しくは千九百年

十二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワシントンで、千九百二十五年十

一月六日にヘーグで、千九百三十四年六月二日にロンドンで、千九百五十八年十月三十一

日にリスボンで及び千九百六十七年七月十四日にストックホルムで改正された工業所有権

の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ条約第四条Ｃ(4) の規定により最初の出

願とみなされた出願又は同条Ａ(2) の規定により最初の出願と認められた出願の日。以下こ

の項において同じ。）がその本意匠の意匠登録出願の日以後であつて、第二十条第三項の規

定によりその本意匠の意匠登録出願が掲載された意匠公報（同条第四項の規定により同条

第三項第四号に掲げる事項が掲載されたものを除く。）の発行の日前である場合に限り、第

九条第一項又は第二項の規定にかかわらず、意匠登録を受けることができる。 
２  本意匠の意匠権について専用実施権が設定されているときは、その本意匠に係る関連

意匠については、前項の規定にかかわらず、意匠登録を受けることができない。 
３  第一項の規定により意匠登録を受ける関連意匠にのみ類似する意匠については、意匠

登録を受けることができない。 
４  本意匠に係る二以上の関連意匠の意匠登録出願があつたときは、これらの関連意匠に

ついては、第九条第一項又は第二項の規定は、適用しない。 
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意匠法施行規則 

（図面の様式）  
第三条  願書に添付すべき図面は、様式第六により作成しなければならない。 
 
様式第６（第３条関係） 
【書類名】図面 
［備考］ 
１～７ （略）   
８ 立体を表す図面は、正投影図法により各図同一縮尺で作成した正面図、背面図、左側

面図、右側面図、平面図及び底面図をもつて一組として記載する。ただし、次の表の左の

欄に掲げる場合には、その右の欄に掲げる図を省略してもよい。この場合は、その旨を願

書の「【意匠の説明】」の欄に記載する。  
正面図と背面図が同一又は対称の場合 背面図 
左側面図と右側面図が同一又は対称の場合 一方の側面図 
平面図と底面図が同一又は対称の場合 底面図 

９ 等角投影図法により作成した図又は斜投影図法により作成した図（キャビネット図（幅

対高さ対奥行きの比率が１対１対２分の１のもの）又はカバリエ図（当該比率が１対１対

１のもの）に限る。）であつて、次の表の左の欄に掲げるものを記載する場合には、その右

の欄に掲げる図の全部又は一部を省略してもよい。この場合において、斜投影図法により

作成したときは、キャビネット図又はカバリエ図の別及び傾角を各図ごとに願書の「【意匠

の説明】」の欄に記載する。  
正面、平面及び右側面を表す図 正面図、平面図又は右側面図 
背面、底面及び左側面を表す図 背面図、底面図又は左側面図 
正面、左側面及び平面を表す図 正面図、左側面図又は平面図 
背面、右側面及び底面を表す図 背面図、右側面図又は底面図 
正面、右側面及び底面を表す図 正面図、右側面図又は底面図 
背面、左側面及び平面を表す図 背面図、左側面図又は平面図 
正面、底面及び左側面を表す図 正面図、底面図又は左側面図 
背面、平面及び右側面を表す図 背面図、平面図又は右側面図 

10 平面的なものを表す図面は、各図同一縮尺により作成した表面図及び裏面図をもつて

一組とし、原則として一組の図面は１枚の用紙に記載する。ただし、表面図と裏面図が同

一若しくは対称の場合又は裏面が無模様の場合には裏面図を省略してもよい。この場合は、

その旨を願書の「【意匠の説明】」の欄に記載する。  
11 物品の部分について意匠登録を受けようとする場合は、８から１０まで及び１４に規

定される画像図（意匠法第２条第２項に規定する物品と一体として用いられる物品に表示

される画像を表す図をいう。以下同じ。）において、意匠に係る物品のうち、意匠登録を受
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けようとする部分を実線で描き、その他の部分を破線で描く等により意匠登録を受けよう

とする部分を特定し、かつ、意匠登録を受けようとする部分を特定する方法を願書の「【意

匠の説明】」の欄に記載する。 
12 ～24 （略） 
 


